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アキタ　タロウ

秋田　太郎

昭和99年12月31日

令和6年4月1日から

上記のとおり証明する。

　令和6年4月1日

 秋田県知事

 １　この証は、各市町村における障害福祉サービスの

 　利用申請等において、指定難病患者であることを証

 　明する書類として利用できます。

 ２　氏名に変更があったときは、秋田県知事にその旨

　を届け出てください。

 ３　他の都道府県等に転居した場合、転入先や転出元

 　に転居の旨を届け出る必要はありません。この証を

 　そのまま利用してください。

 ４　死亡等で登録者証の利用資格がなくなったときは、

 　この証を速やかに秋田県知事に返還してください。

 ５　この証を破損したり、汚したり又は紛失した場合

 　は、秋田県知事に再交付の申請を行ってください。

 ６　その他この証明書に関しての問い合わせは、裏面

 　に記載の担当課所へ連絡してください。
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